
  - 1 -  
 

令和７年１１月定例教育委員会 会議録 

 

１ 日  時  令和７年１１月２１日（金） 開会１５時   閉会１６時 

 

２ 場  所  福井市役所本館８階 第８会議室Ｂ 

 

３ 出 席 者  教 育 長         吉川 雄二 

教育委員         多田 和博 

教育委員         宮郷 美千代 

＜事務局職員＞ 

教育部長         馬來田 善準 

少年対策参事官      鈴木 一矢 

教育次長         間所 泰次 

教育総務課長       横山 勇治 

学校教育課長       酒井 睦夫 

保健給食課長       中嶋 靖利 

生涯学習課副課長     竹原 純子 

文化財保護課長      前川 昌司 

図書館長         横山 尚永 

みどり図書館長      宮下 和郎 

桜木図書館長       竹内 育美 

調整参事         野路 紀子 

教育総務課 副課長    石塚 景一 

教育総務課 課長補佐   白﨑 文英 

教育総務課 主幹     堀井 信也 

教育総務課 副主幹    寺島 圭晋 

 

４ 議 事 

 

第１７号議案 市議会定例会提出議案（令和７年度福井市一般会計補正予算）に同意す
ることについて 

 （教育総務課、学校教育課、保健給食課、生涯学習課） 
 
第１８号議案 市議会定例会提出議案（財産の取得）に同意することについて 

（保健給食課） 
 
第１９号議案 市議会定例会提出議案（工事請負契約の締結）に同意することについて

（教育総務課） 
 
第２０号議案 市議会定例会提出議案（福井市学校設置条例の一部改正）に同意するこ

とについて                    （学校教育課） 
 
第２１号議案 市議会定例会提出議案（福井市少年自然の家の指定管理者の指定）に同

意することについて                （生涯学習課） 
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第２２号議案 通学区域の変更について              （学校教育課） 
 

５ その他  

 

６ 議事の経過 

（１） 開会 

（２） 教育長あいさつ 

（３） 会議録署名委員の指名  多田 委員  宮郷 委員 

（４） 議事の要旨 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

まず、第１７号議案、第１８号議案、第１９号議案、第２０号議案、第２１

号議案については市議会上程前であることから、非公開を要する案件であるの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、

会議を非公開とすることに、異議はないか。 

 

― 異議なし ― 

 

 異議なしと認める。よって、第１７号議案、第１８号議案、第１９号議案、

第２０号議案、第２１号議案については非公開とする。 

 非公開の案件については、後ほどの審議とする。 

 

それでは、第２２号議案 通学区域の変更について、事務局の説明を求め

る。 

 

美山地区３小学校の統廃合に伴う小学校通学区域の変更について、令和８年

４月１日から、下宇坂小学校、羽生小学校、美山啓明小学校の通学区域を統合

し、美山小学校（案）の通学区域とするものである。 

 

 

ただ今の説明について、ご質問等はないか。 

 

― 質疑なし ― 

 

特にないようであり、質疑を終結する。 

第２２号議案については、原案のとおり承認することに異議はないか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議なしと認める。よって、第２２号議案は原案のとおり承認する。 

 それでは、非公開とした案件の審議に入る。 

 傍聴人は、退室をお願いする。 
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教育長 

 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

多田委員 

 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

宮郷委員 

 

 

事務局 

（学校教育課長） 

宮郷委員 

 

 

― 傍聴人 退室 ― 

 

それでは、第１７号議案 市議会定例会提出議案（令和７年度福井市一般会

計補正予算）に同意することについて、事務局の説明を求める。 

 

 第１７号議案 市議会定例会提出議案（令和７年度福井市一般会計補正予

算）について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定によ

り、議会の議決を経るべき事件の議案について、市長から意見を求められてい

るものである。 

まず、事業名「学校給食材料費高騰対策事業」４１，７３９千円、事業名

「市施設光熱費高騰対策」３５，９７４千円である。また、債務負担行為を設

定するものが３件あり、事業名「美山地区スクールバス運行事業」で令和８～

１０年度に全体事業費１５４，２９２千円、事業名「校舎等大規模改修事業」

で、明倫中学校の大規模改修工事に伴う渡り廊下の設置にかかるもので、令和

８～９年度に４，７２２千円を設定する。また、事業名「少年自然の家管理運

営事業」で指定管理者の指定に伴う債務負担行為として令和８～１２年度に全

体事業費２６２，８４０千円を設定する。 

 

ただ今の説明について、ご質問等はないか。 

 

明倫中学校の大規模改修工事について、プレハブで渡り廊下を設置するとい

うことか。 

 

その通りである。現在、仮設校舎と木田小学校をつないでいる渡り廊下があ

るが、明倫中学校の大規模改修工事を施工するため、仮設校舎と同中学校の南

校舎をつなぐ新たな渡り廊下を設置する。 

 

 美山地区スクールバス運行事業は、まずは令和８～１０年度の計画で、その

後のことは今後協議、検討していくということか。 

 

 その通りである。その３年間で、バスの運行費や運転手の状況も変わるかも

しれない。 

 

 美山地区スクールバスの運行日で、「授業日以外」とあるが、どのような日を

想定しているのか。 

 

夏休みの補習や、登校日を想定している。 

 

下校時の３便は、どのような利用を想定しているのか。 
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事務局 

（学校教育課長） 

 

宮郷委員 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

 

教育長 

 

 

宮郷委員 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

宮郷委員 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

宮郷委員 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

教育長 

 

 

宮郷委員 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

教育部長 

 

 

小学校と中学校の登校時間は同一だが、下校時間は違っているため、中学校

の部活動も考慮し、３便設定している。 

 

児童館に行く子どもはどうなるのか。 

 

現在、下宇坂小学校に児童館がある。スクールバスのルート上にその児童館

があるので、学校でバスに乗った子どもは、そこで下車すれば良い。その後、

親が児童館に迎えに来ることになる。 

 

現在、美山啓明小学校や羽生小学校に通う児童は、美山啓明小学校内にある

児童クラブに通っている。 

 

児童クラブの運営はどこが担っているのか。 

 

足羽福祉会が運営している。 

 

 

学校給食材料費高騰対策事業について、令和８年３月までの予算か。 

 

令和７年１０月から令和８年３月までの給食費を上乗せするものである。 

 

 

現在の給食費は１食いくらか。 

 

小学校の給食費が２５２円、中学校の給食費が３０７円である。 

 

 

既に４０円上乗せしているが、さらに上乗せするものである。これにより、

小学校で５７円、中学校で６８円上乗せする。 

 

国で給食費無償化を検討しているようなので、本市としては、当面は補正予

算などで対応し、給食費の値上げを行わない方針である。 

 

 保護者から、給食が寂しいという声を聞いた。 

 

栄養士の話を聞くと、現在の予算内で栄養価などの水準を満たせるよう工夫

しているとのことである。 

 

コメの値段が昨年から約２倍になっており、牛乳も１人あたり１０円以上高

くなっている。昨年はコメ５キロあたり２，０００円台で購入できたが、現在

は４，０００円を超えている。 
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教育長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

多田委員 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

宮郷委員 

 

 

 

 給食費は、今後の課題だと認識している。 

 

ほかにご質問等はないか。 

 

― 質疑なし ― 

 

ほかにないようであり、質疑を終結する。 

第１７号議案については、原案のとおり承認することに異議はないか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議なしと認める。よって、第１７号議案は原案のとおり承認する。 

次に、第１８号議案 市議会定例会提出議案（財産の取得）に同意すること

について、事務局の説明を求める。 

 

第１８号議案 市議会定例会提出議案（財産の取得）について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、議会の議決を経るべき

事件の議案について、市長から意見を求められているものである。 

木田小学校給食室改築に伴い、厨房機器を購入するものである。取得金額は

税込６１，２７０，０００円、契約の相手方は福井調理器株式会社である。主

な取得備品は、エアシャワー・シューズ保管機等が７点、検収台、冷蔵庫等が

２５点などである。購入備品の納期は、令和８年３月１３日である。 

 

ただ今の説明について、ご質問等はないか。 

 

工事費に、既存の給食室の設備処分費は含まれているのか。 

 

含まれていない。新しく購入する備品の金額である。 

 

 

自校方式を採用している学校の給食室が老朽化した場合、自校方式を継続す

るのか、センター方式に切り替えるのか、どう判断していくのか。 

 

災害時を想定すると、一部は自校方式を採用すべきであると考える。現在、

自校方式になっている学校の給食室が老朽化した場合には改修を行い、自校方

式を継続する考えである。 

 

 森田中学校はセンター方式で、九頭竜中学校もセンター方式になる。一方

で、森田東小学校は自校方式とのことだが、センター方式と自校方式の基準は

どこにあるのか。 
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事務局 

（保健給食課長） 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮郷委員 

 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

宮郷委員 

 

 

森田小学校は自校方式なので、森田東小学校も自校方式になる。 

 

 

 基本的に、５００食以上の学校は自校方式にしている。森田東小学校は 

５００食以上になるため、自校方式にする。ただし、九頭竜中学校について

は、森田中学校がセンター方式であるため、その方式を継続するかたちにな

る。 

 

ほかにご質問等はないか。 

 

― 質疑なし ― 

 

ほかにないようであり、質疑を終結する。 

第１８号議案については、原案のとおり承認することに異議はないか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議なしと認める。よって、第１８号議案は原案のとおり承認する。 

次に、第１９号議案 市議会定例会提出議案（工事請負契約の締結）に同意

することについて、事務局の説明を求める。 

 

第１９号議案 市議会定例会提出議案（工事請負契約の締結）について、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、議会の議決を

経るべき事件の議案について、市長から意見を求められているものである。 

現在の森田中学校から森田東小学校へ転用するための改修と長寿命化改修を

併せた工事と、電気設備工事の２本である。 

 まず、転用及び長寿命化改修工事は、契約金額が９５８，２５４千円、相手

方が西田建設、松田（幸）組、特定建設工事共同企業体、工期は令和９年２月

１２日までである。 

 次に、電気設備工事は、契約金額が１５１，９６５千円、相手方が平成電工

株式会社、工期は令和９年２月１２日までである。 

 

 手洗いの高さの調整が転用工事の内容に入っているが、その他、階段やトイ

レなどは問題なく使用できるのか。 

 

階段の高さは現状のままで問題ない。児童玄関は、別の工事で高さを調整す

る。 

 

小学校と中学校で、階段の高さの基準などはないのか。 
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教育部長 

 

 

 

宮郷委員 

 

教育部長 

 

教育長 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

多田委員 

 

教育部長 

 

多田委員 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

教育長 

 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

建築基準法で、階段の高さは小学校１６㎝、中学校１８㎝になっているが、

両側に手摺と滑り止めが設置されている場合は、小学校であっても１８㎝まで

緩和できる。 

 

越廼小学校は、階段の高さを調整した工事の形跡があった。 

 

越廼中学校から越廼小学校に転用する際に、階段を改修している。 

 

今回の工事では、トイレは改修しないのか。 

 

和式トイレを洋式トイレに改修する。 

 

 

建設工事と電気工事で、工事名が違っているのはなぜか。 

 

電気工事の入札が調わなかったため、工事名を変更した。 

 

 転用工事のみの工事費はいくらか。 

 

 建築工事費の約９．５億円のうち、転用にかかる工事は約２．１億円であ

り、残りが長寿命化改修工事である。 

 

 新たに給食室を設置する場所は、現在教員用駐車場として利用していると思

うが、駐車場はどうなるのか。 

 

 今回の工事とは別になるが、グラウンド南側の駐輪場を駐車場として整備す

る予定である。 

 

ほかにご質問等はないか。 

 

― 質疑なし ― 

 

ほかにないようであり、質疑を終結する。 

第１９号議案については、原案のとおり承認することに異議はないか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議なしと認める。よって、第１９号議案は原案のとおり承認する。 

次に、第２０号議案 市議会定例会提出議案（福井市学校設置条例の一部改

正）に同意することについて、事務局の説明を求める。 
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事務局 

（学校教育課長） 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

事務局 

（生涯学習課副課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

多田委員 

 

 

事務局 

（生涯学習課副課長） 

 

多田委員 

第２０号議案 市議会定例会提出議案（福井市学校設置条例の一部改正）に

ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、議

会の議決を経るべき事件の議案について、市長から意見を求められているもの

である。 

 下宇坂小学校、羽生小学校、美山啓明小学校を廃止し、令和８年４月に新小

学校を、また、森田小学校の２校化に伴い令和９年４月に新小学校を設置する

ものである。 

 

ただ今の説明について、ご質問等はないか。 

 

― 質疑なし ― 

 

特にないようであり、質疑を終結する。 

第２０号議案については、原案のとおり承認することに異議はないか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議なしと認める。よって、第２０号議案は原案のとおり承認する。 

次に、第２１号議案 市議会定例会提出議案（福井市少年自然の家の指定管

理者の指定）に同意することについて、事務局の説明を求める。 

 

第２１号議案 市議会定例会提出議案（福井市少年自然の家の指定管理者の

指定）について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に

より、議会の議決を経るべき事件の議案について、市長から意見を求められて

いるものである。 

 福井市少年自然の家の指定管理期間は令和８年４月１日から令和１３年３月

３１日まで、集団宿泊訓練や自然観察などを通じて少年の健全な育成を図るた

めの施設である。合計３回の選定委員会により、指定管理者候補として株式会

社ナイガイを選定した。提案内容として、令和８年度の年間利用者数を 

１３，５００人とし、毎年増加させていく計画である。指定管理料は年間 

５２，５６８千円で、５年間総額２６２，８４０千円である。 

 

ただ今の説明について、ご質問等はないか。 

 

選定における採点について、６０％以上の得点が必要とあるが、審査の各項

目全てで６０％以上必要なのか、合計で６０％以上必要なのか。 

 

合計で６０％以上必要である。 

 

 

安全・衛生対策や個人情報保護に関する取組が６０％以上の得点でいいの
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事務局 

（生涯学習課副課長） 

 

多田委員 

 

事務局 

（生涯学習課副課長） 

 

教育長 

 

事務局 

（生涯学習課副課長） 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

教育長 

宮郷委員 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

教育長 

か。重点事項というものは設けているのか。 

 

今回の選定にあたっては、施設の効用の発揮や利用サービス向上のための取

組内容に重点を置いて採点した。 

 

危機管理や有事の際の対応は大切だと思う。 

 

指定管理期間は令和１２年度末までである。次回の選定時には考慮したいと

思う。 

 

採点する際のフォーマットはあるのか。 

 

どの施設も同じような審査項目になっているが、点数の配分に関しては各課

で変更できるようになっているので、重点的に審査したい項目は、配点を多く

している。今回は１事業者のみの応募だったため、問題がなければ平均点の３

点を得点するような審査をしている。 

 

ほかにご質問等はないか。 

 

― 質疑なし ― 

 

ほかにないようであり、質疑を終結する。 

第２１号議案については、原案のとおり承認することに異議はないか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議なしと認める。よって、第２１号議案は原案のとおり承認する。 

 

その他、事務局から何かあればお願いする。 

 

― 令和８年度 小・中学校入学式の日程について説明 ― 

 

 

 その他、委員から何かあればお願いする。 

 インフルエンザが流行しているが、福井市の状況はどうか。 

 

 先週（１１月１７日～２１日）は、１７校で学級閉鎖があった。今週は、先

週ほど多くはない。ただし、明日から３連休なので、感染者が増えるのではな

いか。 

 

 小学校の修学旅行の時期に感染者が増えた学校があり、出席停止で旅行に行
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教育長 

 

 

 

 

多田委員 

 

教育長 

 

宮郷委員 

 

教育長 

 

事務局 

（教育総務課課長補佐） 

 

教育長 

けなかった児童がいたと聞いた。ピークがいつくるか、まだ分からない。 

 

他になければ、１２月２３日をもって、多田和博委員が任期満了により退任

となる。 

多田委員には、２期８年にわたり、教育行政に対し様々なご意見やご指導を

いただき、感謝申し上げる。 

 

― 退任のあいさつ ― 

 

なお、後任の教育長職務代理者については、宮郷委員にお願いしたい。 

 

了解した。 

 

最後に、次回の日程について、事務局からお願いする。 

 

次回は、１２月２５日（木）１６時から、場所は福井市役所本館８階第３委

員会室で開催する。 

 

以上をもって会議を終了する。 

 

令和７年１２月２２日 

  

署名委員 多田 和博 

  

署名委員 宮郷 美千代 

 

                   議事録作成職員 寺島 圭晋 


